
令和５ 年度 基山町地域公共交通活性化協議会 事業報告 

 

（ １ ） コ ミ ュ ニテ ィ バス 利用促進 

   ・ 時刻表及び運行ルート の見直し  

⇒R5. 10 月ダイ ヤ改正 

   ・ ダイ ヤ改正に向けた時刻表の印刷及び周知 

⇒10 月 1 日号広報と 併せて 配布 

・ バス 停の新設（ けやき 台北・ けやき 台中央・ けやき 台南）  

   ・ ２ 号車の曜日分け運行を 廃止し 月曜日から 土曜日ま で 同じ ダイ ヤで 運行 

 

（ ２ ） 運行実績の推移 
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令和４ 年１ ０ 月から令和５ 年９ 月の利用者数の目標値を８ ９ 人/日で設定した。 

上記の期間一日あたり利用者数の実績値は約８ ９ 人であり、目標を上回った。 

 

利用
者数

１日
平均

利用
者数

１日
平均

利用
者数

１日
平均

４月 25 1,328 53 959 38 2,287 91

５月 23 1,179 51 863 38 2,042 89

６月 26 1,425 55 900 35 2,325 90

７月 25 1,380 55 971 39 2,351 94

８月 26 1,223 47 998 38 2,221 85

９月 24 1,208 50 925 39 2,133 89

１０月 26 1,366 53 898 35 2,264 88

１１月 24 1,245 52 1,021 43 2,266 95

１２月 23 1,212 53 787 34 1,999 87

１月 22 1,017 46 651 30 1,668 76

２月 22 1,170 53 728 33 1,898 86

３月 26 1,404 54 989 38 2,393 92

合計 292 15,157 52 10,690 37 25,847 89

前年比 -1 -443 -1 867 3 424 2

１号車

令和４年度　基山町コミュニティバス　乗降者数　実績

令和
4年度

運行
日数

2号車 合計

利用
者数

１日
平均

利用
者数

１日
平均

利用
者数

１日
平均

４月 24 1,274 53 936 39 2,210 92

５月 24 1,375 57 798 33 2,173 90

６月 26 1,509 58 908 35 2,417 93

７月 25 1,413 57 813 33 2,226 90

８月 26 1,440 55 897 35 2,337 90

９月 24 1,395 58 816 34 2,211 92

１０月 25 1,760 70 1,065 43 2,825 113

１１月 24 1,559 65 1,165 49 2,724 114

１２月 24 1,665 69 1,040 43 2,705 112

１月 23 1,394 61 847 37 2,241 98

２月 23 1,439 63 911 40 2,350 103

３月 26 1,501 58 970 37 2,471 95

合計 294 17,724 60 11,166 38 28,890 98

前年比 2 2,567 8 476 1 3,043 10

令和5年度　基山町コミュニティバス　乗降者数　実績

令和
5年度

運行
日数

１号車 2号車 合計
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１．基山町地域公共交通活性化協議会

（令和4年度） 比較 単位：円

2,113,731 4,044,128

994,363 2,769,476

２．コミュニティバス運行支援

（令和4年度） 比較 単位：円

18,602,753 346,992 備考

1,452,340 11,120

527,060 485,490 41,570

261,400 257,850 3,550

313,000 306,000 7,000

193,000 326,000 △ 133,000

169,000 77,000 92,000

3,991,000 △ 1,600,000
地域内フィーダー系統確保
維持費国庫補助金

13,159,413 1,935,872

令和5年度 総利用者数 28,890 人 … ⑤ （令和4年度　25,847人）

利用者1人当たりの運行費用（運行費用 ① / 利用者数 ⑤）

円 (令和4年度　717円/人)

利用者1人当たりの町負担費用（運行に係る町の負担額④/利用者数⑤）

円 （令和4年度　507円/人）

令和5年度　コミュニティバス運行に係る決算

（令和5年度）

きやまんきっぷ
322,000
げんきっぷ
237,000
フリーパス
116,000

３．利用実績

656

523

回数券販売

１号車

２号車

役場

（国）補助金 （R4.10.1～R5.9.30）…③　 2,391,000

運行に係る収入（R5.4.1～R6.3.31）…② 1,463,460

15,095,285
（町）負担金（R5.4.1～R6.3.31） …④

(①－②－③＝④)

事業者運行費用 （R5.4.1～R6.3.31） … ① 18,949,745

令和5年度決算報告
歳入 6,157,859

歳出 3,763,839

（令和5年度）

運賃収入
１号車

２号車
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歳入 （単位：円）

予算現額 決算額 差額

１　負担金 6,110,000 6,072,218 △ 37,782

１　負担金 6,110,000 6,072,218 △ 37,782

１　負担金 4,537,000 4,537,000

２　補助金 1,573,000 21,600

1,513,618

４ 諸収入 151,000 85,641 △ 65,359

１　預金利息 1,000 12 △ 988

１　預金利息 1,000 12 △ 988

２ 雑入　 150,000 85,629 △ 64,371

１　雑入 150,000 72,000

13,629 コミバスポイント基山シール会負担分

6,261,000 6,157,859 △ 103,141

歳出 （単位：円）

予算現額 決算額 差額 備考

１ 運営費 395,000 68,400 326,600

１　運営費 395,000 68,400 326,600

１　会議費 280,000 68,400 211,600

１　　報酬 280,000 68,400 211,600 協議会（第４４回、第４６回）

２　事務費 115,000 0 115,000

８　　旅費 15,000 0 15,000

１７　備品購入費 100,000 0 100,000

２ 事業費 5,811,000 3,695,439 2,115,561

１　事業費 5,811,000 3,695,439 2,115,561

１　事業費 4,238,000 3,695,439 542,561

１１　需用費 750,000 547,827 202,173 印刷製本費、消耗品費等

１２　役務費 144,000 85,685 58,315 きのくにポイント、振込手数料

１３　委託費 2,337,000 2,256,227 80,773 基山町オンデマンド交通実証運行事業業務委託費等

１４　使用料及び賃借料 60,000 0 60,000

１５　工事請負費 527,000 506,000 21,000 バス停設置費

１６　原材料費 270,000 227,700 42,300 バス停製作費

２５　積立金 150,000 72,000 78,000

２　事業費補助 １８　負担金補助及び交付金 1,573,000 0 1,573,000

３　予備費 55,000 0 55,000

１　予備費 55,000 0 55,000

１　予備費 55,000 0 55,000

55,000 0 55,000

6,261,000 3,763,839 2,497,161

備考

町から協議会への負担金残額及
び預金利息については基山町へ
返還しております。

基山町オンデマンド交通実証運行事業 運賃収入

令和４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助

款　・　項　・　目

令和５年度
基山町地域公共交通活性化協議会　決算書

歳出合計

歳入決算額（Ａ） 歳出決算額（Ｂ）

歳入合計

備考

基山町負担金

普通預金利子

広告掲出料

款　・　項　・　目　・　節

返還金（Ａ－Ｂ）

6,157,859 3,763,839 2,394,020
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令和６ 年度 基山町地域公共交通活性化協議会 事業計画（ 案）  

令和５ 年度 令和６ 年度 

（ １ ） 地域公共交通活性化協議会 

   ・ 協議会開催（ ６ 月、 １ ０ 月（ 書面議決）、 １ ２ 月）  

（ １ ） 地域公共交通活性化協議会 

  ・ 協議会開催（ 年２ 回 ６ 月、 １ 月）  

（ ２ ） 利用促進に関する こ と  

   ・ 時刻表及び運行ルート の見直し （ １ ０ 月改正）  

   ・ ダイ ヤ改正に向けた時刻表の印刷及び周知（ １ ０ 月１ 日号広報

と 併せて の配布を 予定）  

   ・ バス 停の新設３ か所（ けやき 台北、 けやき 台中央、 けやき 台南） 

   ・ 周遊ルート 開拓事業（ おすすめルート の提案及び周知）  

   ・ 広告募集（ 時刻表への広告掲載の実施）  

   ・ ふれあいフ ェ ス タ で の利用促進イ ベン ト （ 割引き っ ぷ販売、 マ

イ ダイ ヤ作成、 塗り 絵）  

   ・ 企画乗車券の実施（ 移住体験住宅利用者への無料乗車券、 広報

における 無料体験券等）  

   ・ げんき っ ぷ２ ０ 枚綴り の販売 

   ・ 小学生フ リ ーパス の販売 

   ・ 福祉課と 連携し た高齢者対象の乗車体験イ ベン ト の実施 

（ ２ ） 利用促進に関する こ と  

・ 時刻表及び運行ルート の見直し （ １ ０ 月改正）  

   ・ ダイ ヤ改正に向けた時刻表の印刷及び周知（ １ ０ 月１ 日広報

と 併せて 配布）  

   ・ 周遊ルート 開拓事業（ おすすめルート の提案及び周知）  

   ・ 広告募集 

   ・ ふれあいフ ェ ス タ で の利用促進イ ベン ト （ 割引き っ ぷ販売、

マ イ ダイ ヤ作成、 塗り 絵）  

   ・ 企画乗車券の実施（ 移住体験住宅利用者への無料乗車券、 広

報における 無料体験券等）  

   ・ げんき っ ぷ ２ ０ 枚綴り の販売 

   ・ 小学生フ リ ーパス の販売 

   ・ 小学生割引き っ ぷ １ １ 枚綴り の販売 

   ・ バス 停の環境改善検討 

・ 福祉課と 連携し た高齢者対象の乗車体験イ ベン ト の実施 

（ ３ ） バス 運行事業所及び地域等と の取組 

   ・ 出前講座等（ 運営委員会や各種サロ ン で バス 利用の啓発）  

（ ３ ） バス 運行事業所及び地域等と の取組 

   ・ 出前講座（ 運営委員会や各種サロ ン で バス 利用の啓発）  
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歳入 （単位：千円） 歳出 （単位：千円）

款 項 金額 款 項 金額

１ 負担金 １ 負担金 6,119 １ 運営費 １ 会議費 263

２ 補助金 １ 補助金 19,037 ２ 事務費 138

３ 繰越金 １ 繰越金 0 ２ 事業費 １ 事業費 18,856

４ 諸収入 １ 預金利子 1 ２ 事業費補助 6,000

２ 貸付金 13,037 ３ 償還金 13,037

３ 雑入 150 ３ 予備費 １ 予備費 50

歳入合計 38,344 歳出合計 38,344

基山町地域公共交通活性化協議会
予算に関する説明書

第１表　歳入歳出予算事項明細書

１．統括

歳入 （単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較

１ 負担金 6,119 4,537 1,582

２ 補助金 19,037 1,573 17,464

４ 諸収入 13,188 151 13,037

歳入合計 38,344 6,261 32,083

歳出 （単位：千円）

国庫支出金 その他

１ 運営費 401 395 6 143 0 258

２ 事業費 37,893 5,811 32,082 18,894 0 18,999

３ 予備費 50 55 △ 5 0 0 50

歳出合計 38,344 6,261 32,083 19,037 0 19,307

２．歳入

（款）１負担金

　　　（項）１ 負担金 （単位：千円）

区分 金額

１ 負担金 6,119 4,537 1,582 １ 負担金 6,119 町負担金

計 6,119 4,537 1,582 6,119

（款）２補助金

　　　（項）１補助金 （単位：千円）

区分 金額

１ 補助金 19,037 1,573 17,464 １ 補助金 19,037 国補助金

計 19,037 1,573 17,464 19,037

（款）４諸収入

　　　（項）１ 預金利子 （単位：千円）

区分 金額

１ 預金利子 1 1 0 １ 預金利子 1

計 1 1 0 1

　　　（項）２ 貸付金 （単位：千円）

区分 金額

２ 貸付金 13,037 0 13,037 １ 貸付金 13,037 町貸付金

計 13,037 0 13,037 13,037

　　　（項）３ 雑入 （単位：千円）

区分 金額

３雑入 150 150 0 １ 雑入 150

計 150 150 0 150

目

前年度予算額 比較
節

比較

目 本年度予算額

本年度予算額 前年度予算額 説明
節

本年度予算額

説明目 本年度予算額 前年度予算額 比較
節

説明

目 本年度予算額 前年度予算額 比較
節

説明

令和６年度　【当初予算（案）】
基山町地域公共交通活性化協議会　予算書

本年度予算額の財源内訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比較 特定財源 一般財源

節
目 説明比較前年度予算額
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３．歳出

（款）１運営費

　　　（項）１運営費 （単位：千円）

国庫支出金 その他

１ 会議費 263 280 △ 17 122 0 141 １報酬 263

活性化協議会
5,700円×7人×4回
モビリティ研究会
5,700円×9人×2回

８旅費 38 旅費

１７備品購入費 100 備品購入費

計 401 395 6 143 0 258 401

（款）２事業費

　　　（項）１事業費 （単位：千円）

国庫支出金 その他

１０需用費 300 印刷製本費

350 消耗品費

100 ポイント付与機器修繕費

１１役務費 640 通信運搬費、口座振込手数料

90 きのくにポイント

１２委託費 16,320 臨時便、実証運行事業委託

１３使用料及び賃借料 60 地域活動車両借上

１４工事請負費 616 バス停関係工事費

１５原材料費 230 バス停補修材料費

２４積立金 150 広告収入積立

２ 事業費補助 6,000 1,573 4,427 6,000 0 0 １８負担金補助及び交付金 6,000 実証運行車両購入補助

３ 償還金 13,037 0 13,037 0 0 13,037 13,037 元金

計 37,893 5,811 32,082 18,894 0 18,999 37,893

（款）３予備費
　　　（項）１予備費 （単位：千円）

国庫支出金 その他

１ 予備費 50 55 △ 5 0 0 50 50

計 50 55 △ 5 0 0 50 50

12,894 0 5,962１ 事業費 18,856 4,238 14,618

節

金額
説明一般財源

区分

２ 事務費 11702123115138

目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較

本年度予算額の財源内訳

特定財源

目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較

本年度予算額の財源内訳

一般財源

節

説明特定財源
区分 金額

目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較

本年度予算額の財源内訳

一般財源

節

説明特定財源
区分 金額
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様式第１ －１ （ 日本産業規格Ａ 列４ 番）  

６ 基交活協第 号 

令和６ 年６ 月 日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

佐賀県三養基郡基山町大字宮浦６ ６ ６ 番地 

基山町地域公共交通活性化協議会 

会 長  松 田 一 也 

 

 

 

地域公共交通計画認定申請書 

 

 

 

 地域公共交通計画のう ち、 地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のと おり 定めたの

で、 関係書類を添えて申請し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、 記載すべき 事項を全て記し た地域公共交通計画を添付するこ と 。  

 

 

資料 ３  
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別 紙 

 

 
令和６ 年６ 月 日 

基山町地域公共交通活性化協議会 

会長  松 田 一 也      
  

１ ． 地域公共交通確保維持事業に係る目的・ 必要性 

基山町は、 東部の平地と 西部の山間地と いう 異なる地形を有する地域で面積22. 15k㎡の

約３ 分の２ を丘陵地が占める土地である。 民間の路線バスが運行さ れていない地域であり

平成26年３ 月まで町内移動は町の無料循環バスが担っ ていたが、 週２ 日ずつ３ 路線の曜日

運行について、 毎日運行を望む声があっ た。 一方、 町の財政負担増加の問題も あり 、 地域

公共交通を取り 巻く 現状は一層厳し さ を増し てきている。   

こ う し た状況の中で、 今後は本格的な少子高齢化社会を迎えるにあたり 、 誰も が利用し

易い公共交通機関と し 、 移動手段を持たない町民の生活の支えと なる地域公共交通を確

保・ 維持し ていく こ と は、 町の重要な政策課題である。  

町民にと っ てより 利用し やすく 、 将来にわたり 持続可能な地域公共交通体系を再構築す

るため、 平成25年度に国の地域公共交通確保維持改善事業調査事業を活用し 、 町内公共交

通の状況調査、 公共交通利用者等ニーズ把握調査等を実施し た。 公共交通へのニーズと 課

題と し て、 免許を持たない高齢者が主な利用者であり 、 スーパーや病院などの生活利便施

設へのアク セス向上を目指し た交通体系の構築が必要であるこ と が明確と なっ た。  

そこ で、 生活交通ネッ ト ワーク の確立、 新たな幹線の検討と 枝線のネッ ト ワーク による

コ ミ ュ ニティ バスのフ ィ ーダー機能と し ての確立、 Ｊ Ｒ や高速バス等と の連携を円滑に行

う 交通結節点の設定、 交通空白地域の解消、 多様な公共交通の運行主体の役割分担等を明

確にし 、 住民、 民間事業者及び行政が一体と なっ た基山町地域公共交通総合連携計画に基

づき、 本事業を推進するこ と と し た。 また、 地域の生活を支え、 公共施設の利用促進につ

ながる生活に必要な公共施設や民間商業施設、 医療機関等都市機能のネッ ト ワーク 化等、

公共交通を結ぶこ と によるまちづく り を推進し ている。  

計画の進捗と し て、 平成26年７ 月１ 日から 再編し たコ ミ ュ ニティ バスの道路運送法４ 条

許可による有料運行（ 全区間一律100円） を開始し た。 従前の基山町役場を発着と し たルー

ト 設定から 、 住民の生活拠点である基山駅及び商店街を発着点と する新路線と するこ と で、

より 目的地に短時間で到着可能と なっ た。 また、 各ルート 週２ 回の曜日運行から 、 月曜日

から 土曜日まで毎日運行と し 、 そのため車両を１ 台から ２ 台に増やすこ と と し た。 ２ 台の

車両は、 利用者数の実績と 道路状況に応じ 、 マイ ク ロバスタ イ プと ジャ ンボタ ク シータ イ

プで使い分けるこ と と し た。 従前の無料バスを有料バスにするこ と は、 利用者数に大きな

影響を与えるこ と が危惧さ れたこ と から 、 利用者により 利便性の高い望まれるダイ ヤ・ ル

ート の設定を目指し 、 また、 こ れまでバスを利用し ていなかっ た利用者層（ 潜在的な利用

者） を獲得するため、 Ｐ Ｒ 活動等露出の機会を増やし た。 平成28年度に試験運行期間中の

利用状況を調査し 、 弥生が丘方面への利用者数が増加傾向であるこ と から 、 平成28年10月

１ 日より 弥生が丘方面へ本格運行を開始し 「 向平原（ 眼科前）」 に新設バス停を設置、 令和

元年10月１ 日には新たに「 高下団地北」、「 高下団地南」、「 高島団地北」 の３ 箇所に新たな

バス停を設置し て運行し ている。 令和２ 年10月１ 日から 三国丸林線の道路拡幅工事のため

「 高速パーク アンド ラ イ ド 」 のバス停を一時的に移設し ている。 さ ら に、 令和３ 年10月か

ら は、 アンケート 等による住民要望等を踏まえて路線の延長及びバス停の新設を行う と と

も に、 一部のダイ ヤの組み換えを行っ た。 令和４ 年10月から は瀧光徳寺・ 若基小学校前に

バス停を新設し 、 同時にダイ ヤの見直し を行っ た。  

現在、 本格運行を開始し て約10年であるが、 町民にも 地域の足と し て定着し ている。 地

域の足と し て利用者層が広がる中で、 様々なニーズになるべく 応えら れるよう な形で運行

ルート の見直し 等を行っ ているが、 一方で運行ルート 等が複雑になっ てし まっ ていると い

う 課題も ある。 令和２ 年の３ 月頃から 新型コ ロナウィ ルス感染症の影響により 乗車人数が

大幅に減少し たも のの、 令和３ 年度には若干増加傾向が見ら れ、 令和４ 年度の実績におい

ても 前年度に比べて改善が見ら れた。 今後は令和４ 年３ 月に策定し た「 基山町地域公共交

通計画」 に基づく 諸施策を進めていき、 乗車人数の更なる増加を図るための取組が必要と

- 10 -



別 紙 

なる。  

 

２ ． 地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・ 効果 

（ １ ） 事業の目標 

１ 日あたり の利用者数 

評価指標 
目標値 

備考 
令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 

利用者数 １ ０ ６ 人／日 １ １ １ 人／日 １ １ ６ 人／日 
別途、 収支率も

注視する 

＜目標値設定の考え方＞ 

直近（ Ｒ 5. 10～Ｒ 6. 3） の一日あたり 利用者数の実績値は約１ ０ ６ 人であっ たため、 今年

度は１ ０ ６ 人/日を目標と する 。 なお、 学童送迎実績が６ 人/日であるため、 和７ 年以降の

目標値は学童送迎を除いた数の５ パーセント 増を目標と する。  

（ ２ ） 事業の効果 

○事業効果１  日常生活における移動手段の確保 

地域公共交通確保維持事業による本町のフ ィ ーダー系統( けやき台・ 高島線、 宮浦線、

園部線、 本桜線、 長野線) を維持するこ と により 、 定期運行による利便性の確保、 高齢化

が進む地域の移動手段が確保さ れ、 生活の質が維持さ れる。  

 

○事業効果２  広域移動を担う 基幹路線への乗り 継ぎ促進・ 円滑化 

乗継拠点である基山駅、 高速基山Ｐ Ａ の各バス停でＪ Ｒ 、 甘木鉄道、 高速バスの基幹

路線への乗り 継ぎが可能であるため、 基幹路線の利用者数増加や持続的運行が見込める。 

 

○事業効果３  公共交通を活用し たまちづく り の活性化 

歴史的にも 交通の要衝の地であっ た基山町において、 交通結節点を整備し 、 通勤・ 通学を

含む潜在的な利用者層を獲得するこ と で、 住民の外出機会の増加による公共交通利用者数

の増加を図り 、 まちの活性化へと つなげていく 。  

３ ． ２ ． の目標を達成するために行う 事業及びその実施主体 

【 バス運行事業所及び地域等と の取組み】  

・ 時刻表及び運行ルート の見直し （ 基山町、 事業者）  

・ ダイ ヤ改正に向けた時刻表の印刷及び周知（ 基山町）  

・ 周遊ルート の開拓事業（ 基山町）  

・ 企画乗車券の実施【 移住体験住宅利用者への無料乗車券・ 体験乗車券の配布】（ 基山町）  

・ 町主催イ ベント 等における利用促進の取組( 基山町、 事業者)  

・ 高齢者対象の乗車体験イ ベント の実施（ 基山町）  

 

４ ． 地域公共交通確保維持事業により 運行を確保・ 維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「 表１ 」 に記載 

別途説明資料を添付 

５ ． 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、 負担者及びその負担額 

基山町から 運行事業者への補助金額については、 運行収入及び国庫補助金を運行経費か

ら 差し 引いた差額分を負担するこ と と し ている。  

６ ． ２ ． の目標・ 効果の評価手法及び測定方法 

・ Ｏ Ｄ 調査 

・ 利用者アンケート （ 車内聞き取り アンケート 等）  
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７ ． 別表１ の補助対象事業の基準ホただし 書に基づき 、 協議会が平日１ 日当たり の

運行回数が３ 回以上で足り ると 認めた系統の概要 

【 地域間幹線系統のみ】  

該当なし  

８ ． 別表１ の補助対象事業の基準ニに基づき、 協議会が「 広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備さ れている」 と 認めた市町村の一覧 

【 地域間幹線系統のみ】  

該当なし  

９ ． 生産性向上の取組に係る取組内容、 実施主体、 定量的な効果目標、 実施時期 

及びその他特記事項 

【 地域間幹線系統のみ】  

 該当なし  

10． 地域公共交通確保維持改善事業を行う 地域の概要 

【 地域内フ ィ ーダー系統のみ】  

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「 表５ 」 を添付 

11． 車両の取得に係る目的・ 必要性 

【 車両減価償却費等国庫補助金・ 公有民営方式車両購入費国庫補助金を 受けよ

う と する場合のみ】  

 該当なし  

12． 車両の取得に係る定量的な目標・ 効果 

【 車両減価償却費等国庫補助金・ 公有民営方式車両購入費国庫補助金を 受けよ

う と する場合のみ】  

（ １ ） 事業の目標 

該当なし  

（ ２ ） 事業の効果 

該当なし  

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う 事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、 負担者と その負担額【 車両減価償却費等国庫補助金・ 公有民営方式

車両購入費国庫補助金を 受けよう と する場合のみ】  

該当なし  

14． 老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（ 車両の代替による費用削減等の内容、 代替車両を活用

し た利用促進策）  

【 公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう と する場合のみ】  

該当なし  

15． 貨客混載の導入に係る目的・ 必要性 

【 貨客混載導入経費国庫補助金を受けよう と する場合のみ】  

該当なし  

16． 貨客混載の導入に係る定量的な目標・ 効果 

【 貨客混載導入経費国庫補助金を受けよう と する場合のみ】  

（ １ ） 事業の目標 

該当なし  

（ ２ ） 事業の効果 
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該当なし  

17． 貨客混載の導入に係る計画の概要、 要する費用の総額、 内訳、 負担者及び負担

額【 貨客混載導入経費国庫補助金を 受けよう と する場合のみ】  

該当なし  

18． 協議会の開催状況と 主な議論 

平成 25 年３ 月 22 日（ 第１ 回）  

基山町地域公共交通会議、 基山町地域公共交通活性化協議会の合同会議開催 

 

平成 25 年６ 月 23 日（ 第２ 回）（ 書面）  

基山町地域公共交通活性化協議会の役員、 予算について承認 

 

平成 25 年６ 月 24 日（ 第３ 回）  

基山町公共交通計画策定調査のプロポーザルについて承認 

 

平成 25 年９ 月 17 日（ 第４ 回）  

基山町公共交通の調査計画について報告 

 

平成 25 年 11 月 26 日（ 第５ 回）  

基山町公共交通の調査結果による現況と 課題の整理、 基本方針の承認 

 

平成 26 年２ 月７ 日（ 第６ 回）  

基山町地域公共交通総合連携計画・ 運行計画、 生活交通ネッ ト ワーク 計画（ 素案） を承認 

 

平成 26 年３ 月 ３ 日（ 第７ 回）（ 書面）  

基山町地域公共交通総合連携計画について、 全ての構成員から 合意 

 

平成 26 年３ 月 24 日（ 第８ 回）  

基山町地域公共交通会議、 基山町地域公共交通活性化協議会の合同会議開催により 運行事業者

決定報告、 試験運行に関するこ と 、 運賃、 協働推進事業、 Ｈ 26 年以降のスケジュ ールの承認 

 

平成 26 年４ 月 30 日（ 第９ 回）  

試験運行（ 第１ 次）、 運行申請（ 乗合： 運行方法・ 路線・ ダイ ヤの見直し ）、 運賃（ 割引制度等

含む） について承認 

 

平成 26 年６ 月６ 日（ 第１ ０ 回）  

試験運行（ 第２ 次）、 割引制度等実施に係る協議、 基山町生活交通ネッ ト ワーク 計画、 地域協働

推進事業の承認 

 

平成 27 年１ 月９ 日（ 第１ １ 回）  

ダイ ヤ等の見直し 、 協働推進事業協議、 平成 26 年度事業評価 

平成 27 年２ 月 26 日（ 第１ ２ 回）（ 書面）  

コ ミ ュ ニティ バス路線及びダイ ヤの見直し 、 バス停（ 新設・ 移設） の議決 

 

平成 27 年３ 月 20 日（ 第１ ３ 回）  

地域協働推進事業承認、 平成 27 年度事業説明、 平成 27 年４ 月１ 日ダイ ヤ改正の承認 
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平成 27 年６ 月 18 日（ 第１ ４ 回）  

基山町地域公共交通活性化協議会規約改正、 平成 26 年度決算報告、  

平成 27 年度予算（ 案） 及び平成 27 年度事業計画（ 案）、 平成 28 年度生活交通確保維持改善計

画（ 案） の承認 

 

平成 27 年６ 月 24 日（ 第１ ５ 回）（ 書面）  

臨時便のダイ ヤ等承認 

 

平成 27 年 12 月 24 日（ 第１ ６ 回）  

平成 27 年度事業評価、 弥生が丘地区試験運行に関するこ と の承認 

 

平成 28 年１ 月 27 日（ 第１ ７ 回）（ 書面）  

弥生が丘地区試験運行に関するダイ ヤ、 運賃、 割引制度、 新設バス停等の承認 

 
平成 28 年６ 月 15 日（ 第１ ８ 回）  

平成 28 年度予算（ 案） 及び平成 28 年度事業計画（ 案）、 平成 29 年度生活交通確保維持改善計

画（ 案） の承認 

 

平成 28 年 12 月 12 日（ 第１ ９ 回）（ 書面）  

基山町地域公共交通活性化協議会広告審査委員会の設置と 組織（ 案） の承認 

 

平成 29 年１ 月 27 日（ 第２ ０ 回）（ 書面）  

平成28年度事業評価、基山町地域公共交通活性化協議会広告審査委員会の設置に伴う 例規改正、

運転免許返納サービスについて 

 

平成 29 年６ 月 23 日（ 第２ １ 回）  

平成 29 年度予算（ 案） 及び平成 29 年度事業計画（ 案）、 平成 30 年度生活交通確保維持改善計

画（ 案） の承認 

 

平成 29 年７ 月 12 日（ 第２ ２ 回）（ 書面）  

町道工事に伴う コ ミ ュ ニティ バス路線の変更（ 案） の承認 

 

平成 29 年１ 月 15 日（ 第２ ３ 回）  

平成 29 年度事業評価、 コ ミ ュ ニティ バス有料広告掲出要綱改正、 公共交通サービス向上に関す

るアンケート 結果について 

 

平成 30 年３ 月 13 日（ 第２ ４ 回）（ 書面）  

平成 29 年度補正予算（ 案） 及び平成 30 年度当初予算（ 案） の審議について 

 

平成 30 年６ 月 27 日（ 第２ ５ 回）  

平成 30 年度事業計画（ 案）、 平成 31 年度生活交通確保維持改善計画（ 案） の承認 

 

平成 30 年８ 月 22 日（ 第２ ６ 回）（ 書面）  

生活交通確保維持改善計画変更届出書（ 案） の承認 

 
平成 31 年１ 月 22 日（ 第２ ７ 回）  

地域公共交通確保維持事業に関する事業評価について、コ ミ ュ ニティ バスお試し 乗車について、

運転免許証自主返納者への運賃割引について 

 

令和元年６ 月 26 日（ 第２ ８ 回）  

令和元年度予算（ 案）及び令和元年度事業計画（ 案）、令和２ 年度生活交通確保維持改善計画（ 案）

の承認 
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令和２ 年１ 月 28 日（ 第２ ９ 回）  

地域公共交通確保維持事業に関する事業評価について、 コ ミ ュ ニティ バスお試し 乗車について 

 

令和２ 年５ 月 14 日（ 第３ ０ 回）（ 書面）  

役員の改選（ 副会長） の承認 

 

令和２ 年７ 月 16 日（ 第３ １ 回）  

令和２ 年度予算（ 案）及び令和２ 年度事業計画（ 案）、令和３ 年度生活交通確保維持改善計画（ 案）

の承認 

 

令和３ 年１ 月 19 日（ 第３ ２ 回）  

地域公共交通確保維持事業に関する事業評価について、 アンケート 調査結果について、 地域公

共交通計画について 

 

令和３ 年４ 月 26 日（ 第３ ３ 回）（ 書面）  

役員の改選（ 副会長） の承認 

 

令和３ 年６ 月 28 日（ 第３ ４ 回）  

令和３ 年度予算（ 案）及び令和３ 年度事業計画（ 案）、令和４ 年度生活交通確保維持改善計画（ 案）

の承認 

 

令和３ 年８ 月 11 日（ 第３ ５ 回）（ 書面）  

生活交通確保維持改善計画変更届出書（ 案） について 

 

令和３ 年 10 月６ 日（ 第３ ６ 回）  

基山町地域公共交通計画（ 案）、 公共交通に関する町民アンケート 調査票（ 案）、 スマート モビ

リ ティ チャ レンジ（ 地域新 MaaS創出推進事業） について、 き やま地方創生モビリ ティ 研究会に

ついて 

 

令和３ 年 11 月 26 日（ 第３ ７ 回）  

スマート モビリ ティ チャ レンジ（ 地域新 MaaS創出推進事業） について 

 

令和３ 年 12 月 21 日（ 第３ ８ 回）  

基山町地域公共交通計画（ 案） について、 コ ミ ュ ニティ バス（ 長野線） 迂回運行について、 コ

ミ バスポイ ント カ ード 付与方法変更について、 基山町スマート モビリ ティ チャ レンジ実証実験

について 

 

令和４ 年１ 月 28 日（ 第３ ９ 回）（ 書面）  

地域公共交通確保維持改善事業（ 令和２ 年 10 月～令和３ 年９ 月） に関する事業評価について、

アンケート 調査結果について、 地域公共交通計画について、 スマート モビリ ティ チャ レンジ実

証実験について 

 

令和４ 年３ 月 31 日（ 第４ ０ 回）（ 書面）  

基山町地域公共交通計画（ 最終案） について 
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別 紙 

令和４ 年４ 月 26 日（ 第４ １ 回）（ 書面）  

役員の改選（ 副会長） の承認 

 

令和４ 年６ 月 24 日（ 第４ ２ 回）  

令和４ 年度予算（ 案）及び令和４ 年度事業計画（ 案）、令和５ 年度生活交通確保維持改善計画（ 案）

の承認 

 

令和５ 年１ 月 23 日（ 第４ ３ 回）  

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について、 公共交通サービス向上に関するア

ンケート 結果報告令和５ 年６ 月 29 日（ 第４ ４ 回）  

令和５ 年度予算（ 案）及び令和５ 年度事業計画（ 案）、令和６ 年度生活交通確保維持改善計画（ 案）

の承認 

 

令和５ 年 10 月 18 日（ 第４ ５ 回）  

令和５ 年度共創モデル実証プロジェ ク ト の交付申請及び交付申請に伴う 協定締結について 

 

令和５ 年 12 月 18 日（ 第４ ６ 回）  

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について、 令和５ 年度共創モデル実証プロジ

ェ ク ト について 

 

令和６ 年６ 月 27 日（ 第４ ７ 回）  

令和６ 年度予算（ 案） 及び令和６ 年度事業計画（ 案）、 令和７ 年度地域公共交通認定申請（ 案）

の承認 

19． 利用者等の意見の反映状況 

① 基山町地域公共交通活性化協議会に、住民代表として基山町２行政区の区長会代表が参

画し、協議を行った。 

② 基山町地域公共交通活性化協議会に、民間バス事業者、タクシー事業者の代表者が委員と

して参画し、協議を行った。 

③ 現在基山町で運行しているコミュニティバスを受託しているタクシー事業者に対し、現在の運

行内容や行政への要望について聞き取り調査を実施した。 

④ 基山町地域公共交通活性化協議会は公開としている。 

⑤ アンケートをバスに設置し、バス利用者アンケート調査を行った。 

⑥ 乗込調査を実施し、バス利用者に聞取り・アンケート調査を行った。 

 

【 本計画に関する担当者・ 連絡先】  

（ 住 所）  佐賀県基山町大字宮浦 666   

（ 所 属）  基山町 定住促進課     

（ 氏 名）  伊藤 健太郎        

（ 電 話）  0942-92-7920        

（ e-mai l ）  teiju-1@town.kiyama.lg.jp    
 

注意：  本様式はあく まで参考であり 、 補助要綱の要件を満たすも のであれば、 こ の様式によら

なく ても 差し 支えあり ません。 実際の計画作成に当たっ ては補助要綱等を 踏まえて作成を

お願いいたし ます。 各記載項目について、 地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運

送サービス継続実施計画を 作成し ている場合には、 当該計画から 該当部分を 転記し たり 、

別添○○計画△節のと おり 、 等と し て引用し たり するこ と も 可能です。（ ただし 、 上記２ ．・

３ ． については、 地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画
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別 紙 

に定める目標、 当該目標を 達成するために行う 事業及びその実施主体に関する事項と の整

合性を図るよう にし て下さ い。 また、 地域公共交通計画全体と し て、 協議会における協議

が整っ た上で提出さ れる必要があり ます）。  

 

※該当のない項目は削除せず、「 該当なし 」 と 記載し て下さ い。  
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

循環 9.2km

.km

循環 16.1km

.km

循環 13.8km

.km

循環 11.5km

.km

循環 17.1km

.km

循環 13.8km

.km

往 37.8km

復 .km

循環 37.5km

.km

循環 30.km

.km

循環 26.2km

.km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

基山町

基山駅

(9)

(10)

基山駅

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

本桜～長野～中心部～本桜～園
部（3便）

(1)

(2)

②(2)

②(2) ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続 ③

路線定期 ②(2) ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続 ③

宮浦～本桜～園部～本桜～長野
～宮浦（2便）

路線定期 ②(2) ＪＲ、甘木鉄道の基山駅、立野駅と基
山駅、甘木鉄道立野駅にて接続

運行系統

系統
キロ程

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

路線定期 ②(2) ＪＲ、甘木鉄道の基山駅、立野駅と基
山駅、甘木鉄道立野駅にて接続 ③

基山駅

小松

基山駅

基山駅
本桜～長野～宮浦～
園部～本桜

基山駅

基山駅
けやき台～高島団地
～憩の家

基山駅

基山駅
けやき台～高島団地
～やよいがおか～憩
の家

基山駅

基山駅 基山駅

基山駅
けやき台～高島団地
～やよいがおか～憩
の家

宮浦～本桜～園部～
本桜～長野～宮浦

基山駅

基山駅

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

基山駅～けやき台～高島団地～
基山駅系統（1、2便）

基山駅～けやき台～高島団地～
やよいがおか～憩の家～基山駅
系統（5便）

②(2) ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続 ③

308日 308.0回

路線定期

路線定期308日 308.0回

308日 308.0回

308日 308.0回

308日 308.0回

ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続

路線定期 ②(2) ＪＲ、甘木鉄道の基山駅、立野駅と基
山駅、甘木鉄道立野駅にて接続 ③308.0回308日

路線定期 ②(2) ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続

③308.0回308日

路線定期 ②(2) ＪＲ、甘木鉄道の基山駅、立野駅と基
山駅、甘木鉄道立野駅にて接続 ③

憩の家～高島団地～
けやき台

基山駅
基山駅～けやき台～高島団地～
憩の家～基山駅系統（7、10便）

憩の家～高島団地～
やよいがおか～けやき
台

基山駅
基山駅～けやき台～高島団地～
やよいがおか～憩の家～基山駅
系統（6、8、9便）

③

園部～宮浦～中心部
～本桜～園部～中心
部

基山駅
園部・長野通学～宮浦～中心部
～本桜～園部～中心部（1便）

308日 308.0回

③

路線定期

運送予定者名市区町村名
運行系統名
（申請番号）

路線定期 ②(2) ＪＲの基山駅、けやき台駅と基山駅、
けやき台駅にて接続 ③けやき台～高島団地 308日 308.0回

計画運
行日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

中心部～園部～長野
～本桜～宮浦

基山駅
中心部～園部～長野～本桜～宮
浦（4便）

308日 308.0回

基山駅～けやき台～高島団地～
やよいがおか～憩の家～基山駅
系統（３便）

基山駅～けやき台～高島団地～
憩の家～基山駅系統（４便）

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

有限会社 基山タクシー

運
送
継
続
特
例
措
置

- 18 -



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

地域公共交通計画 令和４年３月３１日

648 きやま台・神の浦地区（行政区：第１０区） 局長指定

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

573 宮浦地区（行政区：第4区） 局長指定

224 けやき台地区（行政区：第１７区の一部） 局長指定

436 城戸地区（行政区：第6区の一部） 局長指定

1,294 園部地区（行政区：第1区の一部、第2区） 局長指定

市区町村名 基山町

人　口

人口集中地区以外

交通不便地域等 3,175

人　口 対象地区 根拠法
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取組の概要

（ 事業の概要）

【①新たなモビリティ導入】町内唯一のタクシー会社と連携し、地域住民の移動特性や生活ニーズに対応した新たなモビリティ（ デマンド

交通） およびW eb予約システムを導入し、利便性や収益性、その他波及効果について検証する。

【②通学バスの利活用と通学需要との重ね掛け】町内の通学バスを運行する東明館学園と連携し、通学時間帯以外における一般住

民を対象とした「定時定路線バス」としての活用等を行い、利便性や輸送効率性等について検証する。

（ 現状の地域課題と事業目的）

基山町では、急速に高齢化が進む中、運転免許証の自主返納者の増加が予想され、自家用車に頼らずとも外出・移動しやすい環境

創出が必要な状況にある。しかし、町内唯一のコミュニティバスは、運行頻度や鉄道との乗り継ぎ環境等、地域の移動ニーズに十分に対

応できておらず、そのため利用者の減少、収益性の低下を招いており、町内輸送サービスの向上と運行効率化が喫緊の課題である。そ

こで、本事業では、町内輸送の最大効率化と採算性改善を両立しうる持続可能なサービスモデルの構築を目指す。

事業の基礎情報

実施主体 基山町地域公共交通活性化協議会

事業実施地域 佐賀県基山町

共創の類型 官民共創 ・ 事業者間共創

他分野共創の類型

共創パートナー 有限会社基山タクシー ・ 学校法人東明館学園 ・ 株式会社福山コンサルタント

運行形態 デマンド交通 ・ 定時定路線バス（ 通学バスの活用）

運行主体 有限会社基山タクシー（ デマンド交通） ・ 学校法人東明館学園（ 定時定路線バス）

資料４基山町デマンド交通および通学バス利活用実証運行事業
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事業の全体像・共創の仕組み

実施主体

委託

移動特性の把握、事業計画の企画・立案、
連携主体との調整、地域理解の醸成など

基山町地域公共交通活性化協議会

各種支援

㈱電脳交通

運行管理システムの改修・提供

システム提供

輸送サービス（ デマンド）

連携

委託

地
域
住
民

輸送サービス（ 定時定路線）

運賃

トヨタ・コニック・プロ㈱

W eb予約システムの構築実証事業の周知・PR活動など

基山町（ 定住促進課・福祉課）

連携共創プラットホーム

( 有) 基山タクシー

移動と消費の連携サービス企画・立案、
オンデマンド交通の運行管理など

事業の周知

システム提供委託委託

運行主体

事業計画の企画・立案、連携主体との調整、
地域理解の醸成などの支援

㈱福山コンサルタント
運行主体

通学バスによる定時定路線バスの運行

学校法人東明館学園
（ ㈱アカデミッククラフトイノベーションズ）

基山町デマンド交通および通学バス利活用実証運行事業

A B C

① 補助金交付申請
補助金交付申請書の作成・提出、各種委託業務の発注手続

きなど
●

②連携主体間の調整等
オンデマンド交通等の運行に向けた関係機関や町内施設・店

舗との協議・調整
● ● ●

③運行計画の立案・準備
オンデマンド交通等の運行計画検討および運行に係る準備

（ 車両手配／予約システム構築／各種届出・手続き等）
● ● ●

事前住民説明会の実施（ 事業の目的・内容等） ●

チラシ、ポスター、HP、SNS等による広報

コミュニティバス利用者への広報
● ●

⑤ 実証運行の実施 オンデマンド交通・定時定路線バス（ 通学バス活用） の運行 ● ●

⑥ 事後検証の実施
各種サービスの利用状況やニーズ把握および需要分析

採算性や波及効果に関する検証
● ●

⑦ 実績報告 完了実績報告書の作成・提出 ●

（ ※） A: 基山町地域公共交通活性化協議会／B: 有限会社基山タクシー／C: 学校法人東明館学園

④
広報・周知活動の

計画・実施

10月 11月 12月 1月 2月 3月

実施項目 主な実施内容

主な実施主体

（ ※）
2 024年 2025年

5月 6月 7月 8月 9月

スケジュール
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基山町コ ミ ュ ニティ バス 

運行管理事業 

 

 
コ ミ ュ ニティ バス運行管理事業に係る公募型プロポーザル 

 

実施スケジュ ール 

公募開始（ 実施要領等の公表）  令和６ 年７ 月２ 日（ 火）  

参加表明書受付期間 令和６ 年７ 月２ 日（ 火） ～ 令和６ 年７ 月12日（ 金）  

参加表明に関する質問期間 令和６ 年７ 月２ 日（ 火） ～ 令和６ 年７ 月８ 日（ 月）  

参加資格審査結果通知書送付 令和６ 年７ 月19日（ 金）  

提案書受付期間 令和６ 年７ 月22日（ 月） ～ 令和６ 年８ 月５ 日（ 月）  

提案に関する質問期間 令和６ 年７ 月22日（ 月） ～ 令和６ 年７ 月30日（ 火）  

提案書プレゼンテーショ ン 令和６ 年８ 月上旬 予定 

審査結果通知 令和６ 年８ 月上旬 予定 

 

資料 ５  
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基山町コ ミ ュ ニティ バス運行管理事業仕様書 

 

１  適用範囲 

こ の仕様書は、 基山町が発注する基山町コ ミ ュ ニティ バス運行管理事業に係る、 基山町コ ミ ュ

ニティ バスの運行に関する業務に適用する。  

【 基山町コ ミ ュ ニティ バス運行管理事業の期間】 令和６ 年10月１ 日～令和９ 年９ 月30日 

ただし 、 上記期間において、 基山町が運行形態を見直すこ と になっ た場合、 発注者と 受注者で

双方協議の上、 期間を短縮する。  

 

２  目的 

現在基山町では、 日常生活における通院、 買物等町内の移動ニーズに対応するため、 コ ミ ュ ニ

ティ バス路線６ 路線を運行し ている。 本仕様書は、 コ ミ ュ ニティ バスの運行に関し て、 町民等の

公共交通確保維持改善を図るこ と を目的と する。  

 

３  事業内容 

１  事業形態 

本町の受注者と し て選定さ れた運行管理事業者（ 以下「 運行管理事業者」 と いう 。） で、

こ の仕様書に基づく 運行管理業務等に関する協定を 締結し 、 運行管理事業者は、 道路運送

法による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けて運行を行う も のと する。  

２  運行開始日 

令和６ 年10月１ 日 

 ３  運行開始手続 

    運行管理事業者は、 運輸局への申請・ 許認可に関する業務を はじ め、 運行を開始するた

めに必要な手続き について、 遅滞なく 確実に行う こ と 。  

 

４  運行路線・ バス停配置 

運行する路線・ バス停配置はきやまコ ミ ュ ニティ バス便利帳を参照と する。  

路線名 

 （ ア）【 幹線系統】 … 事業区分Ａ  

     けやき 台・ 高島線、 中心部巡回線 

 （ イ ）【 枝線系統】 … 事業区分Ｂ  

     園部線、 宮浦線、 長野線、 本桜線、 中心部巡回線 

 

５  運行日 

各路線の運行日は、 月曜日から 土曜日と し 、 日曜日、 祝日、 年末年始は運休と する。  

 

６  運行ダイ ヤ 

各路線の運行ダイ ヤは「 き やまコ ミ ュ ニティ バス便利帳」 のと おり と する。  
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（ ※運行改善に伴い見直し を行う 場合がある。）  

 

７  運行車両 

１  車両の条件 

車両は「 高齢者、 障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動

等円滑化基準」 に適合する自動車、 又は九州運輸局の定める「 移動等円滑化基準適用除外

自動車の認定要領」 に適合する自動車であるこ と が望まし いが、 困難な場合は、 本町と 協

議し 承諾を受けるこ と 。 また、 路線定期運行の各種基準に適合する仕様と するこ と 。  

２  使用車両は以下のと おり と する。 なお、 予備車両は含んでいない。  

  （ ア） けやき 台・ 高島線、 中心部巡回線【 幹線系統】 … 事業区分Ａ  

     乗車定員（ 乗務員を含まず、 ９ 人乗り 以上）  

  （ イ ） 園部線、 宮浦線、 長野線、 本桜線、 中心部巡回線【 枝線系統】 … 事業区分Ｂ  

     乗車定員（ 乗務員を含まず、 ９ 人乗り 以上）  

※ 両路線において、 予備車両を準備するこ と 。  

※ 運行の状況を考慮し 、 追走車両、 または、 乗車人数が多い車両により 運行改善ができ

るこ と 。  

３  車両の確保 

運行に使用する車両は運行管理事業者で準備するも のと し 、維持管理を行う も のと する。

車両の車検及び故障等により 使用でき ない場合の予備車両及び定員超過時の対応のための

予備車両は、 運行管理事業者で準備する。  

車両デザイ ン等は、 マグネッ ト シール等により 運行系統が分かるよう にするこ と 。  

４  車両確保の確認 

運行管理事業者は、 運行開始日の１ 週間前までに運行予定の車両を準備し 、 本町の確認

を受けるこ と 。  

  

８  運行準備 

１  運行開始日までに道路運送法（ 昭和26年法律第183号） に規定する一般乗合旅客自動車運送

事業の認可等に関する審査基準を満たすこ と 。  

２  運行開始日までに運行路線について各種法令に基づく 許可、 認可等を有するこ と 。  

３  運行開始日までに各種法令に基づく 施設、 設備、 体制が整い、 問題なく 運行できるこ と 。  

４  運行管理事業者のやむを得ない事情等により 、運行開始日までに手続き が整わない場合は、

発覚し た時点で直ちに本町へ報告し 、 その対応について協議すると と も に、 一刻も 早く 基

準を満たし て運行するよう 努めるこ と 。  

５  バス停留所設置に係る各種許可・ 届出等の手続き は、 本町と 協力し て行う こ と 。  

 

９  料金 

１  通常料金 

輸送し た時間並び距離にかかわら ず１ 日当たり の定額料金と する。 料金の変更等が必要
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になっ た場合は、 地域公共交通会議で協議のう え決定する。  

 

 ２  割引対象者 

下記の者については、 料金を割引く も のと する。  

ア 小学生 

    イ  回数券などの割引制度や乗継券の利用者 

 ３  無料対象者 

   下記の者については、 無料と する。  

ア 小学生未満 

イ  身体（ 精神） 障害者手帳、 療育手帳、 戦傷病者手帳のいずれかを携帯し ている方 

ウ 運転免許証の自主返納者 

エ 移住体験住宅利用者コ ミ バスお試し パスポート を携帯し ている方 

 

10 車内広告 

１  車内掲示用の案内表示の作成（ 路線図、 運行ダイ ヤ） は、 基本的には運行管理事業者で行

う 。  

２  運行管理事業者は、 本町と 協議の上、 車内広告等を掲出するこ と ができ るも のと する。  

 

11 運行経費の負担 

１  負担の方法 

  当該路線は地域公共交通確保維持改善事業の補助金を受けるこ と を前提と する。 本町の負

担は、 当該路線の運行に関する予算の範囲内で、 次のと おり と する。  

負担額＝（ 運行経費見積額と 業務期間における運行経費のう ち、 いずれか少ない額） －当該

路線に係る収入（ 地域公共交通確保維持改善事業の補助金を含む。）  

ただし 、 燃料費の高騰など運行管理事業者の責に帰さ ないやむを得ない事由により 運行経

費が増加し た場合は、 別途協議するも のと する。  

２  経費には以下のも のを含むこ と と する。  

ア 人件費（ 運転業務及び停留所ごと の乗降記録を含む）  

イ  燃料油脂費 

ウ 車両の調達費 

エ 車両の修繕、 点検、 保管費 

オ 課税公課（ 自動車税・ 自動車重量税）  

カ  保険料（ 自動車損害賠償責任保険料掛金、 自動車任意保険料掛金）  

キ 停留所設備の維持・ 管理 

ク  その他業務に必要な経費 

３  その他業務には、 運輸局への申請業務、 地域公共交通会議・ 地域公共交通活性化協議会へ

の報告業務、 乗降客の安全確保・ 移動制約者の乗降補助、 乗車券の発行、 料金徴収・ 管理、

車内案内アナウンス、 緊急時の対応（ 緊急連絡、 予備車の確保等）、 車両清掃、 業務期間中の
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運行に係る備品の補完・ 管理等、 運行に必要な業務一切を含むも のと する。  

 

12 公募時の提案事項 

１  運行管理事業者は、 公募時の提案事項に基づき 、 運行管理事業を行う も のと し 、 年度末ま

でに公募時の提案事項の実施状況を報告するも のと する。  

２  本町は、 必要に応じ て実施状況の報告を求めるこ と ができ る。  

 

13 利用状況調査の実施 

乗降調査 

ア 調査員等により 、 利用者ごと の乗車場所及び降車場所を調査する。  

イ  乗務員等により 、 便及びバス停別の乗降者数を調査する。  

ウ 調査後速やかに調査結果をまと め、 報告書を作成する。  

エ 調査日 

アの調査は、 運行期間内で本町の指示により 決定し 、 半年間に１ 日程度と する。 イ の

調査は原則、 全運行日と する。  

 

14 運行管理 

１  運行管理事業者は、 利用者を安全かつ確実に輸送するよう 運行を管理するこ と 。  

 ２  運行管理事業者は、 協定書締結までに許認可に係る証書の写し 、 業務従事者及び運行管理

者名簿、 車両及びバス停管理台帳、 事故及び苦情等の処理体制を 示し た書類等を町に提出す

るこ と 。 なお、 その後の異動があっ た場合についても 同様と する。  

３  運行管理事業者は、 毎月５ 日までに前月の運行及び車両管理状況、 乗降者数、 運賃収入等

の報告書及び本町の指示する資料を町に提出するこ と 。  

４  車両の点検・ 車検又は故障等による代車については、 運行の支障のないよう に同等品以上

の車両を準備し 、 運行するこ と 。  

 

15 管理体制  

１  管理責任者 

ア 運行管理事業者は、 業務を執行するにあたり 管理責任者を定める。  

イ  管理責任者は、 乗務員及び運行管理業務に係る者を監督し 、 常に適正な運行管理に努め

なければなら ない。  

ウ 管理責任者は、 業務を執行するにあたり 交通安全に万全を期し 、 従事者に交通安全教育

を徹底さ せるも のと する。  

エ 乗務員及び運行管理業務に携わる者には、 心身に異常のある者を従事さ せないこ と 。  

オ 運転中に事故が発生し た場合は、 管理責任者は直ちに事故調査をし 、 町へ事故の詳細を

報告すると と も に、 速やかに事故処理の対応をするこ と 。 なお、 故障並びに苦情等につい

ての対応も 同様と する。  

カ  運行中の事故等による損害又は障害等に対する賠償は、 運行管理事業者がその責を 負う
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こ と 。 ただし 、 運行管理事業者の責によら ないも のは、 こ の限り でない。  

キ 運行管理事業者は、 本業務の実施にあたり 、 損害賠償任意保険に加入し なければなら な

い。  

ク  天災、 その他やむを得ない事由により 、 運行の変更又は中止をする場合は、 速やかに町

へ報告し なければなら ない。  

ケ 運行管理事業者は、 利用者から の意見や要望があっ た場合は、 速やかに町へ報告するも

のと する。   

２  乗務員 

ア 業務に従事する乗務員は法定免許取得者と し 、 事故防止に最善の注意を払う こ と 。  

イ  運転中に事故が発生し た場合には、 乗務員は直ちに管理責任者に報告し 、 指示を仰ぐ こ

と 。 なお、 故障及び苦情等についての対応も 同様と する。  

ウ 天災、 その他やむを得ない事由により バス運行に支障が生じ る恐れがあると 判断し たと

き は、 乗務員は直ちに管理責任者に報告し 指示を仰ぐ こ と 。  

 

16 補助金の申請手続き 等 

運行管理事業者は、 国庫補助の「 地域公共交通確保維持改善事業」 の補助金交付を受けるため

の申請書作成や交付額決定後の支払請求書提出等の必要な手続きを 行う 。  

 

17 協定の解除 

本町は、 次のいずれかに該当すると 認めら れたと き は、 協定の全部又は一部を解除するこ と が

でき る。  

ア 運行管理事業者が協定に定める義務を履行し ないと き 。  

イ  運行管理事業者の責に帰する理由により 、 運行期間内に運行管理事業を 完了する見込みが 

ないこ と が明ら かになっ たと き。  

 

18 損害賠償 

運行管理事業者は、 運行の実施にあたり 、 バス利用者の生命及び身体を害し たと き 、 あるいは

他者に損害を与えたと き は、 損害賠償の責任を 負う も のと する。  

 

19 協議事項 

本仕様書に定めのない事項及び協定の各条の解釈に疑義が生じ た場合は、 本町と 運行管理事業

者の双方が誠意を も っ て協議のう え、 定めるも のと する。  

 

20 その他 

１  運行管理事業者は、 関係法令遵守の上、 本運行管理事業を遂行するも のと する。  

２  運行期間中に発生し た、 本運行管理事業に伴う 不慮の事故等に係る一切の責務は、 運行管 

理事業者が負う も のと する。  

３  運行管理事業者と し て選定後、 基山町地域公共交通会議・ 基山町地域公共交通活性化協議 
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会の委員と し て参加を 要請する場合があるので、 対応するこ と 。 なお、 協定締結後は基山町 

地域公共交通会議・ 基山町地域公共交通活性化協議会の委員と し て参加するこ と を条件と す 

る。  

４  本町での協議により 、 運行開始後に運行サービス水準（ 運行路線・ バス停配置、 運行ダイ  

ヤ、 運行日、 運行車両、 料金など） を変更する場合があるので、 基山町地域公共交通会議・  

基山町地域公共交通活性化協議会で承認が得ら れた場合は対応するこ と 。  
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